
２０２３(令和５)年５月２３日 改定 

紛争鉱物管理方針 

 

徳力本店は、企業行動憲章に則り、企業の社会的責任を自覚して健全な企業活動に努めており、原材

料等の調達においても金、スズ、タングステン、タンタル、銀、白金、パラジウムに係る取引について

リスク管理を行い、紛争地域や高リスク地域に関与することが判明した場合には直ちに取引を中止しま

す。 

そのために当社は、ＥＳＧ(環境･社会･企業統治)に配慮し、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）紛争地域

及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガイダンス、

LBMA Responsible Gold/Silver Guidance, LPPM Responsible Platinum/Palladium Guidance、また関連

業界の対応指針に従って、下記の項目により紛争鉱物管理を推進します。 

 

１．管理体制の構築  

全社統括責任者が選任したコンプライアンスオフィサーにより責任ある管理体制を構築し、紛争鉱物

管理を推進します。 

２．紛争地域や高リスク地域からの紛争鉱物調達回避 

 以下のリスクのある金、スズ、タングステン、タンタル、銀、白金、パラジウムの調達を回避します。 

・人権侵害(大量殺戮、民族浄化、暴行、虐待、拷問、奴隷化、人身売買、児童労働、強制労働等) 

・テロリスト活動 

・マネーロンダリング 

・環境汚染(水銀の大気・土壌・水域への不正排出等) 

・不正取引などが横行する紛争地域や高リスク地域からの調達 

・金の原産地を詐称する贈収賄及び詐欺行為 

・紛争地域及び高リスク地域(CAHRAsカーラ)からの政府関連の鉱物採掘、貿易、輸出に関する税金、手

数料、使用料に絡むコンプライアンス違反 

・非合法な非国家武装集団、または官民の治安部隊に対する直接的または間接的な支援 

・紛争への加担 

３．サプライチェーンに対する事前リスク評価 

材料のサプライチェーンに対して、事前リスク評価を実施し、紛争地域や高リスク地域からの紛争鉱物

に係る材料であることが判明した場合は、直ちに購入取引を中止します。 

４．教育訓練の実施 

紛争鉱物管理に関与するすべての担当者に対し、必要とされる教育、訓練を継続的に実施致します。 

５．取引の監視と記録の保管管理 

納入された材料はすべて現物確認を行い、サプライヤーからの取引情報との整合を照合した上で受け入

れます。また、取引証拠書類は、保管期間を定め管理します。 

６．第三者監査の実施と報告 

管理体制と実施状況について、定期的に独立した第三者機関による監査を実施し、その運用状況を報告

します。 

以上 
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